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① 市から送付された各種案内文に掲載されているQRコードを読み取るか、又は「鹿児島市 ○○補助金」
というキーワードで検索し、市HPの『○○補助金について』ページへアクセス

② 本資料やページ内の資料『事前準備○○編』を確認し、申請を準備
③ ページ内の『電子申請【補助申請】（外部サイトへリンク）』をクリック
④ 同ページ最下部の『電子申請をする』ボタンをクリック

①電子申請サイトへのアクセス（１／１）
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※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です



②ログイン（１／１）

① 市より別途通知された
「利用者ID・パスワード」を入力し、
ログインボタンを押してください。
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③申請フォーム：必要事項の入力（１／４）

① 設問の入力が完了したら、
「次へ」ボタンを押す。

入力を一度中断する際は、
「申請書一時保存」ボタンを押す。
※再開方法はP○○参照
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③申請フォーム：資料（ファイル）の添付（２／４）

①【必須】
「提出方法」欄の選択肢か

らいずれかの方法を選択し、
「ファイルを選択」ボタンを
押す。

②【任意】
資料を提出しない場合は

「提出方法」欄の「提出し
ない」を選択してください。

③ ファイル添付後に「次へ」ボタンを押す

ファイルの添付が不要な
手続きでは、このページの
手続きは省略されます。
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③申請フォーム：送信内容の確認（３／４）

③内容を確認後に「送信」ボタンを押す

①「申請書表示」ボタンを
押すと、作成された申請書
を確認できます。

②「表示」ボタンを押す
と、添付したファイルを
表示できます。
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③申請フォーム：送信完了（４／４）

①作成した申請書をPDFで
保存できます。
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④口座情報の登録（１／２）
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④口座情報の登録（２／２）

登録した口座を鹿児島市からの補助金等の
受け取りにこれまで利用したことがあれば、
通帳等の写しの提出は不要です。
提出する場合は、「金融機関名」「支店名」

「口座番号」「口座名義」が写っているページ
（主に表紙裏面）を提出ください。

口座名義に記載されている「（団体名）
（役職）（代表者名）」のうち、補助金の申
請者名と少しでも異なる場合は、委任状の提
出（原本）が必要です。
※口座名義が団体名のみ場合、団体名が一
致していれば問題ありません。
※委任状が不要な場合でも、電子申請で申
請した場合は自動的に様式が作成されますが、
提出する必要はありません。

＜ご注意ください＞
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④申請状態の確認：最近の申請（１／３）
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「申請状態」から、自身の
手続き状況や役所の受付状
況を確認できます。

ログイン後のホーム画面には、最近行った申請手続きの一覧が表示されます。

・入力を再開手続途中の手続き
・作成した「申請書」や添付資料の確認
・市からの補正指示への対応
・申請内容を再利用した「再利用申請」

申請済の手続き

「詳細」をクリックしてできること



④申請状態の確認：一時保存した申請の再開（２／３）

①最近の申請に出ている該当手続きの「詳細」を
押して、ページ最下部の「保存呼出」へ進む

②「はい」を押すと、
一時保存した入力から再開
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④申請状態の確認：再利用申請（３／３）
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①次年度、申請する際に、「再利用申請」から手続き
すると、今回入力した内容を反映して申請することが
できます。
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＜問い合わせ先＞ 鹿児島市地域づくり推進課コミュニティ係
＜TEL＞２１６−１２１４
＜Mail＞chi-community@city.Kagoshima.lg.jp

mailto:chi-community@city.Kagoshima.lg.jp

